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平成２３年度 薩摩川内市教育委員会事務事業評価実施要領 

 

 
１ 趣旨・目的 

薩摩川内市教育委員会は「地域の特色を活かした教育文化のまちづくり」を教

育目標として，主体性・創造性・国際性を備え，活力ある教育を推進するため，「ま

ちづくりの原点は人づくり」の視点に立ち，ふるさとを愛する豊かな人間性を育

む幼児教育・学校教育，社会教育及び文化・スポーツレクリエーションの充実に

努めている。 

平成１９年６月に「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」の一部が改正

され（平成２０年４月１日施行），毎年，その教育行政事務の管理及び執行状況に

ついて，点検・評価を行い，その結果に関する報告書を議会に提出し，公表する

ことが規定された。 

それにより，より効果的で透明性の高い教育行政の推進に資するとともに，市

民への説明責任を果し，円滑で効率的な事業実施の推進を図るため，その実施に

ついて必要な事項を定める。 

 

２ 評価の対象 

 ⑴ 教育委員会が実施する全ての事務事業を対象とする。ただし，法令により市 

が実施することが義務付けられている（市の裁量の余地がない）事業及び補助 

金等評価委員会評価対象事業は除く。 

⑵ 各課所各グループ１事業を点検・評価対象とする。 

  

３ 評価表 別紙のとおり 

 

４ 評価の時期 

 前年度に実施した事務事業を，当該年度に点検・評価し，その結果を当該年度 

以降の事務事業の改革・改善に反映させる。 

 

５ 視点別評価 

事業を「妥当性」，「効率性」，「有効性」の視点から評価を行い，その理由を明

らかにする。 

視 点 内  容 

妥当性 対象・手段の妥当性，市で実施する必要性 

効率性 事業費・人件費の削減余地 

有効性 成果の達成度・向上余地 

 

 

６ 評価体制 

 ⑴ 評価は，改革・改善の視点で行う内部評価と客観的かつ市民視点で行う外部 

  評価とし，外部評価は薩摩川内市教育委員会行政評価会議において行う。 

 ⑵ 内部評価のうち一次評価者は，所管課長とし，二次評価者は，教育部長とす

る。 

 ⑶ 薩摩川内市教育委員会行政評価会議委員は次の団体から推薦された者とする 

① 鹿児島純心女子大学 

② 市社会教育委員の会 

③ 市文化協会 

④  市体育協会 
⑤  市校長会 
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行政評価会議委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7  点検・評価のスケジュール 

 ⑴ 事務事業点検・第１次評価  平成２３年６月実施 

 ⑵   〃    第２次評価  平成２３年７月実施 

 ⑶ 外部評価（行政評価会議）  第１回 平成２３年８月１６日（火） 

                 第２回 平成２３年８月２２日（月） 

⑷ 教育委員会議案提出          平成２３年１０月２５日（火） 

⑸ 議会への報告        市議会総務文教委員会 

平成２３年１２月   

⑹ 公表（市のホームページ）  平成２４年１月 

 

8 評価結果 

 ⑴ 評価結果の反映 

   実施計画策定及び教育振興基本計画の推進並びに予算編成等において評価結 

果を反映させる。 

⑵ 評価結果の公表 

 ① 行政経営の透明化を向上させるために，自治基本条例第１２条及び第２９

条の主旨に基づき，評価結果を公表する。 

  ② 公表に当たっては市議会への報告及び市ホームページに掲載するものとす

る。 

 役 職 名 氏  名 所 属 団 体 

 １ 国際人間学部長 影浦 攻 鹿児島純心女子大学 

２ 会    長 春田 和満 市社会教育委員の会 

３ 会    長 後藤 文香 市文化協会 

４ 会    長 宮司 保 市体育協会 

５ 可愛小学校長 川畑 憲一 市校長会 


